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 第８日 

 令和４年３月１日（火） 

午前10時零分開議 

○議長（半田雄三君）  これより本日の会議を開きます。 

 なお、本日の出席議員は18名で、会議は成立いたします。 

 議事日程表をお開きください。 

 本日の議事日程につきましては、タブレットに掲載のとおりであります。御了承願いま

す。 

 日程に従い、28日に引き続き一般質問を行います。 

 一般質問通告書をお開きください。 

 それでは、２番徳永秀俊議員の質問を許可します。２番徳永議員。 

     （２番徳永秀俊君登壇） 

○２番（徳永秀俊君）  皆様、おはようございます。２番議員の公明党の徳永秀俊でござ

います。市民の皆様にはいつも御声援を頂きましてありがとうございます。とってもうれ

しいです。 

 さて、今日から３月になりました。春とはいえ、朝夕はまだまだ冷え込みますが、昼間

は日ごとに暖かさを感じられるようになりました。 

 さて、コロナ禍も２年を越えましたが、まだまだ感染率も高止まり、油断ができない状

況であります。それに加え、戦争が起きました。コロナや戦争で愛する家族や友人を亡く

した悲しみ、また、仕事や生きがいを失った傷を抱えて寄る辺もなく立ちすくんでいる

人々は今も各国で後を絶たず、胸が痛んでなりません。先の見えない日々が続く中、その

影響は一過性に終わらず、コロナ以前とコロナ後で歴史の一線が引かれるのではないかと

の予測の見方もあります。想像もしなかった事態の連続で、戸惑い、ネガティブな出来事

に目が向きがちになりますが、歴史の行方を根底で決定づけるのは、ウイルスや戦争では

ありません。あくまでも私たち人間にほかならないと信じています。大乗仏教の経典であ

る維摩経では、釈尊の弟子である維摩詰を通して、同苦する、苦しみを同じくすると書く

のですが、自分以外の人の苦しみを我が事のように感じることの大切さが説かれています。

2030年に向けて国連が推進しているＳＤＧｓが採択されてから本年で７年目を迎えます。

誰も置き去りにしないとの理念とも符合する言葉だと思います。家庭や教育、社会生活や

仕事の中でコロナや災害や思いもよらなかった脅威に直面をし、誰かが倒れそうになった

ときに支える手が周囲にあることが大事になってくると思います。大切なのは、困難を抱

える人のために自らが支え手となって、共に助かったと喜び合える関係を深めることであ

ると私は思っております。 

 こんな思いで今日は質問に立たせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

     （２番徳永秀俊君降壇） 
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○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  特別支援教育について、質問をさせていただきます。 

 この質問は、現在、通教学級に通われている、または特別支援学級に通われている複数

のお母さんから相談を頂きましたことを基に質問させていただくものでございます。 

 まず、特別支援教育コーディネーターという役割の方がおられるそうですが、現在の状

況を教えてください。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  特別支援教育コーディネーターは、各学校に必ず１名おりま

す。特別支援学級の担任や児童生徒支援担当教員、そのほか特別支援教育の事情に詳しい

教員の中から校長が指名しています。特別支援教育コーディネーターは、その学校の特別

支援教育のリーダーとして、年間カリキュラムの編成、実施、評価に中心となって携わっ

ております。 

 また、特別支援教育に関する学校全体の調整役として、保護者の相談役として役割を果

たしております。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  私が相談を受けました保護者の方ですけれども、このコーディ

ネーターの存在がよく分からなかったみたいで、これはもう公にされてあって、保護者の

方たちも知ってあり、また、どういったことをやる方であるというのはちゃんと分かって

あるんでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  保護者の方々全てに特別支援教育コーディネーターですよと

いう名称が行き渡っているかどうかというのは、ちょっと調べたことはございませんけれ

ども、ずっとこれはもう役割として存在し続けておりますので、保護者の方々にも認識は

していただいていると思っております。以上でございます。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  ありがとうございます。相談窓口として、またいろんな調整役と

してそういった方がおられるということ自体を、これは１人じゃなくて複数の方が聞いた

んですけど、知らなかったとお答えになったんですよね。それで、もしよかったらもうち

ょっとこう分かるような感じで今後はお願いしたいと思っております。 

 それから次の質問に移ります。 

 特別支援学級の生徒さんは、通常学級と特別支援学級とに籍を置いていると思いますけ

れども、担任の先生方の連携、こういったものは密に取られてありますでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  お答えします。 

 特別支援学級の担任と交流学級、通常学級ですけれども、ここの担任との間では日常的



 3  

に特別支援学級の児童生徒に関する情報の共有、これは行われております。 

 また、学校によって呼び方は違いますけれども、特別支援教育に関する委員会が各学校

で設けられており、月に１回から数回の会議が開かれております。そこでも関係児童生徒

の情報の共有化が図られております。以上でございます。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございます。 

 特別支援教育や通教では同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニー

ズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であ

ると思いますし、小中学校における学級通級による指導、特別支援学級、特別支援学校と

いった連続性のある多様な学びの場を用意しておくことが必要であると思いますが、通級

学級に関しまして、現在、甘木希声館、甘木小学校、大福小学校の３か所だと思いますが、

保護者の方から見まして、送り迎えをする保護者のことを考えますと杷木地区のほうにも

あったほうがいいのではないかなと思いますが、この点はいかがでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  現在、小学校の通級指導教室は甘木小学校、旧市町村会館、

朝倉生涯学習センターに設置しております。 

 最初に通級を開設したのは、朝倉地区、朝倉生涯学習センターです。ここで甘木、杷木

の中間地点として設置しておりました。その後、通級・入級者の割合が多い甘木地区に

２か所開設しております。 

 通級指導教室の設置の仕方には、１校に１つの教室と１人の教員を配置する単独型、

１校に複数の教室と複数の教員を配置するセンター型、１人の教員が複数の学校を回って

指導する巡回訪問型がございます。このうち朝倉市は、１つの教室を１人の教員が担当す

る単独型を取っております。巡回訪問型は、子どもの送り迎えがなく、学校での子どもの

様子が見られたり、保護者の負担が軽減されたりするメリットがある反面、教員の移動に

時間がかかり、子どもへの指導の時間が減って、入級できる人数も少なくなります。その

ため朝倉市は、保護者の送迎の負担をかけることになりますけれども、広範囲の地域でカ

バーできる単独型を取っているところでございます。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございます。ぜひ杷木のほうにも巡回型で検討

をお願いできればと思っております。よろしくお願いいたします。 

 こういった問題なんですけれども、私は、いろんな問題が起きても市民の方の小さな声

を聴く力を鍛えてそれをよく拾っていけば、いろんな問題は解決できるんじゃないかなと

このように理解をしております。また、とてもそのことが大切であると思っております。

特別支援学級、または通級教室に通う生徒さんの保護者との懇談はどんな形でどの程度行

ってありますか。もう一回お願いいたします。 



 4  

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  お答えします。 

 特別支援学級におきましては、保護者と担任の間で連絡帳や電話を通して日常から情報

交換や相談を行っております。一部では同じような悩みを持つ保護者に集まっていただき

懇談会を持つ学校もあり、保護者同士のつながりをつくっているところです。通級指導教

室では、子どもの指導の後、10分間の保護者面談の時間を取り、家庭での子どもへの接し

方などの指導を行っております。 

 また、月１回ペアレントトレーニングを設定し、保護者が集まって情報交換をしたり、

子どもへの声のかけ方などの訓練を行ったりしているところです。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  通級や特別支援学級に通う子どもさんをお持ちの保護者の方は、

私が推測しますに、言いたいけど言えない、相談したいけども自分の子どものことだけに

迷惑はかけられないと、こういった思いの保護者の方もいらっしゃると思います。子ども

さんのことで悩んでいる保護者をサポートしてくれる相談窓口、これもちょっと重複しま

すけれども、もう一回、そういった窓口は常設をされてありますでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  日頃から特別支援学級に在籍する児童生徒に対しましては、

手厚い支援が必要なため、特に学級担任が相談窓口となって、日頃の様子を情報共有しな

がら学校や家庭でどのようにサポートしていくか、教育相談を行っているところです。 

 また、より専門的な立場からのアドバイスが欲しい場合には、北筑後教育事務所が行っ

ている特別支援教育に係る巡回相談を活用し、特別支援学校の教員や専門機関の相談員か

ら助言を頂いているところです。 

 また、通級学級に在籍している保護者には、基本的に学級担任や養護教諭、特別支援教

育コーディネーターが窓口となって教育相談を行っております。 

 より専門的な支援が必要な場合には、市内の４つの通級指導教室につなぎ、高い専門性

を持った担当教員が教育相談や発達検査などを行っているところです。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  しっかり頑張っていただいているというのは分かりました。私が

今回の質問を通じて感じましたのは、先生方と生徒さん、保護者の方が胸襟を開いて話し

合える懇談の場を、気軽に相談できる相談窓口をもっと充実していただきたいと思います。

保護者の方の思いに寄り添っていただきたいと。今もしっかりやっていただいているのは

よく分かるんですが、やはりお話を聞きますと、もっとお願いしたいと思っております。

私自身もこの相談を保護者の方から頂きましたときに、大変に自分自身が勉強不足である

なとこのように痛感いたしました。さらに、私自身も勉強させていただきまして、お子さ

んや保護者様のお気持ちを分かる自分になることを決意いたしました。ここで教育長の所
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感を一言お願いしたいと思います。 

○議長（半田雄三君）  教育長。 

○教育長（早野展生君）  今、徳永議員が言われましたように、特に学校におきましては、

特別に支援を要するお子さん、保護者の方々が特に最近不安をたくさん抱いていらっしゃ

るというのは、これは肌でも実感しているところで、数的にも非常に多いのではないかと

いうふうに認識をしているところでございます。学校においては以前から、まずは学級そ

れぞれの特別支援学級の学級担任であったり、通級指導教室の担当の教員であったり、そ

ういった一番近い教員が相談をさせていただくという立場を取らせていただいておりまし

たが、なかなか例えば担任でも話がしづらい内容であるとかいう場合もあるかもしれませ

んので、少しでも気軽に相談できるような窓口をまずは学校内でそういった組織をつくれ

たらいいなというふうに私も今考えているところでございます。また学校外ででも、例え

ばそういった保護者の方々がお互いにこう共有できるようなそういった懇談の場とかそう

いったのも必要じゃないかというのは個人的には考えているところでございます。特に今

は特別支援学級のお子さんがやっぱり増えてきているという状況でございますので、特別

支援教育につきましては、この朝倉市におきましてもさらに進めていかなければならない

というふうに考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございます。どうか前向きによろしくお願いし

たいと思います。 

 続きまして、学校トイレの洋式化につきまして質問させていただきます。 

 私は柴山議員同様、柴山議員は便所議員と言われましたが、私は柴山議員の次ぐらいに

トイレが大好きな議員でございます。この質問は、学校という場所は未来の朝倉市を担う

子どもたちの成長の場にとどまらず、地域の交流や災害時の防災拠点にもなる場所であり

ます。したがって学校トイレの洋式化は地域の全ての方にとって大切なことであると思っ

ての質問であります。 

 現在の市内小中学校のトイレに関しまして、トイレ個数、洋式化の数、率を教えてくだ

さい。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  お答えします。 

 令和２年の７月に調査を行っております。校舎体育館、武道館、屋外トイレの調査を行

ったもので、その数値に基づいてお答えさせていただきます。 

 まず、小学校でありますが、洋便器及び和便器の個数が521基、そのうち洋便器が198基、

率にして38％です。 

 次に中学校です。洋便器及び和便器の個数が318基、そのうち洋便器が92基、率にして

28.93％です。 
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 全体では、洋便器及び和便器の個数が839基、そのうち洋便器が290基、率にして

34.56％です。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  ありがとうございます。これは朝倉市と隣接しております、例え

ばほかの自治体との比較状況とかは御存じでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  他自治体との比較ということは行っておりませんけれども、

福岡県との平均で見ますと低い状況にあると認識しております。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  私も、隣の筑前町が広報紙に載っておりましたので、平成31年が

洋式化率が58％、令和３年の３月時点で78％行きましたということで広報紙にうたってご

ざいました。また、うきは市のほうも同じようなパーセントが上がってございます。洋式

化というのをぜひとも進めていただきたいということで、３つの視点から質問させていた

だきたいと思っております。 

 まず、節水面から見た場合に、小中学校の生徒さんと先生方を合わせますと市内で約

4,300人の方がいらっしゃいまして、仮に１人当たり１日５回のトイレで１回11リッター

ぐらい使うんですね。水を使うトイレにいきますと１日当たり約237立米、１か月に直し

ますと5,214立米、１年で５万2,140立米となり、１立米当たり、水の代金が仮に一般の水

道代金に換算しますと180円ぐらいだと思いますが、これをトイレに使う水道代だけで939

万円、年間ですね。これを最新の仮に洋式の水洗トイレに替えますと、１回当たり4.8リ

ッターで流してくれまして、今までの半分以下の水道代金で賄えるようになります。単純

計算、水道料金が年間500万円以下、何と10年で5,000万円くらいになるわけでありますが、

また、衛生面に関しましても、和式の場合は、床からは便や尿の飛び散りに由来する大腸

菌が多数検出され、それをまた靴で踏んで拾って拡大しているとこういった形跡が確認を

されております。一方、洋式便器は天日干ししたような衣類よりも菌が少ないというメー

カーのデータもございます。この２点につきましては、いかがお考えでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  議員御指摘のとおり、経済的、または衛生的な観点から小中

学校におけるトイレの洋式化は進めていかなければならないものであると認識しておりま

す。新設した、それから大規模改修を終えた学校と終えていない学校にも率の格差が生じ

ております。それも解消しなければならない問題であると考えております。ただし、改修

には費用とスペースの確保などの問題もあり、大規模改修や長寿命化などのタイミングに

合わせて進めていきたいと考えております。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  ありがとうございます。ぜひお願いしたいと思っております。 
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 続きまして、災害時の避難者対応を考えての洋式化のことで質問させていただきます。 

 これは参考に熊本地震避難所のアンケートによりますと、「災害避難時に不便に思った

ことは何ですか」との問いに、トイレのことが67％で最も高く、次に入浴やシャワーがで

きないが63％、そして「トイレの何に困ったんですか」という問いに対しましては、和式

便器だったからというのが36％、洗浄便座がついていないというのが28％ございました。

また、トイレの床がぬれて周りが汚れていると、これが25％ありました。災害時というの

は、風呂に入れないなどを考えると、大変ぜいたくかもしれませんが、温水シャワー便座

があったほうがよいようです。既に一般家庭やコンビニでは普通に設置してありますが、

市の見解、洗浄便座も合わせてお願いいたします。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  避難所では足腰の弱い高齢者や障害者の方々が安心してトイ

レの利用ができるよう洋式トイレを確保することが望まれます。このことから指定避難所

になっている学校施設のトイレの洋式化につきましては、関係部署と協議を進めており、

近年では甘木中学校体育館、南陵中学校体育館などに洋式トイレを整備してきたところで

ございます。 

 また、温水洗浄便座の整備につきましては、清潔で快適性は増しますが、電気工事やメ

ンテナンス等の必要となりますので、費用対効果の視点から研究するようにしていきたい

と考えております。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございます。今の質問を総括いたしまして、本

市は災害の復旧復興を最優先しないといけないという事情もあるかと思いますが、災害時

も役立ちますので、国庫補助金などを使っていただきながら今以上にスピーディーに取替

えを推進していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  先ほどの答弁でも触れましたけれども、費用がかかるもので

ありますので、様々な補助のメニューを選択肢に入れて検討していかなければならないも

のと考えております。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  令和２年９月時点で市内の小中学校17校合計で839個の便器があ

ったということで、34.6％に当たる290個が洋式ということでございますが、これをいつ

までにどれだけの洋式化を目標にしてあるのでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  教育部長。 

○教育部長（池田篤二君）  現在明確に何年までに洋式化何％するという目標は立ててお

りませんけれども、計画を立てながらやっていかなければならないという認識は持ってお

ります。以上でございます。 
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○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  ありがとうございます。ほかの近隣の自治体と比べましても少し

パーセントが低いと思いますので、ぜひとも前向きにお願いをしたいと思います。 

 続きまして、公共施設の節電対策につきましてお伺いいたします。 

 本庁舎やピーポートなどの公共の建物は年間にすると莫大な電気料がかかっているので

はないかと思いますが、現状はどんなものでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  市庁舎の電気料について回答させていただきますと、令和

２年度の本庁・両支所を合わせた電気代は、約1,515万円となっております。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  毎年1,515万円前後かかると思いますが、この料金の節電対策と

しては、市はどんな努力をされてありますでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  市では節電に対しまして様々な取組を行っております。取組

例としましては、昼休みに窓口部門を除いて消灯、会議室やトイレなど使用が終わったら

必ず消灯、執務室において明るさに問題がなければ蛍光灯の間引き、蛍光灯が故障し、修

理不能な場合はＬＥＤの蛍光管との交換、クールビズなどによる適切な温度管理、職員は

エレベーター利用を控え、階段を利用するなどの取組を行っております。 

 また、市では電気料金の削減を図るために、平成28年度から電力入札を実施しておりま

す。令和３年度では庁舎・学校施設などを中心に35施設を対象に入札を実施しております。

このことにより市庁舎においては、入札導入前と比較しますと３割程度の削減効果が出て

おります。以上でございます。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  30％の削減効果が現れているということは非常にすばらしいと思

います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 続きまして、健康診断につきまして質問をさせていただきます。 

 令和２年12月定例会の一般質問で健康保険税について質問をし、答弁を頂きました。生

活習慣病が医療費総額を引き上げる要因になっている。その割合が高い第１位が糖尿病で

あり、健診結果から早期治療につながることが重症化防止につながり、これが防止できた

ならば窓口負担などの経済的負担が軽減され、さらには国保税、市の財政負担などにもよ

い効果がもたらされると、おおむねこのような回答の内容であったかと思います。今回は

この定期健診に足病の健診を積極的に加え進めることができないかとの質問であります。 

 本市では既にＡＢＩ検査をオプションで1,100円出せば受けられるとのことで御案内が

あるみたいですが、このＡＢＩ検査がしっかりと活用、評価され、実質的に活用され成果

が現れているのか、今の現状を教えてください。 
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○議長（半田雄三君）  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（安丸千奈美君）  お答えします。 

 市では朝倉診療所で実施をしております半日人間ドック、誕生月健診、こちらでオプシ

ョン検査に血管年齢検査というものがございます。これは足の血管の狭さなどを測定する、

御質問にありましたＡＢＩ検査と血管の固さを測定するキャビィ検査、この２つを組み合

わせた検査でございます。検査によって早期に動脈硬化の程度や進行すると引き起こされ

るであろう脳卒中、それから心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症の危険を知ることができます。

主に糖尿病や高血圧などの生活習慣病の治療をされている方、それから運動のときに足が

痛い方、足の脈拍に異常のある方、冠動脈、頸動脈、腎動脈疾患のある方などに検査を御

案内をしております。 

 検査件数ですが、令和２年度は183件、それから令和３年度、これはまだ途中でござい

ますが、２月の14日現在、221件でございます。以上でございます。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございます。今の現状を踏まえまして、糖尿病

が悪化し、足の切断が必要なケースもあり、手術になりますと数千万円の費用が発生し、

切断した患者さんも１年生存率が、また５年生存率もかなり厳しく、患者さん本人も大変

だと思いますが、国保税として最終的には市民の皆さんに負担が回ってくることになりま

す。例としまして、昨年の９月21日の新聞に載っていたんですが、雲仙市は長崎県内で初

めてＡＢＩ検査費を全額助成する事業を昨年度開始したそうであります。本市でも既に実

施されている定期健診、ＡＢＩ検査を全額助成で加えていただきたいと思いますが、この

点はいかがでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（安丸千奈美君）  最初に、雲仙市で実施をされているのは、既に糖尿病

を患っており、かつ前年度の定期健診の結果で腎機能の低下が見られるような方を対象に

ＡＢＩ検査の検査費用の助成が行われているというようなものでございます。 

 朝倉市で実施をしております特定健診は、糖尿病などの生活習慣病の発症予防、それか

らメタボリックシンドローム該当者及び予備軍となる対象者を早い段階で発見することが

できるようにと行っているものでございます。検査結果の内容から必要に応じて保健師や

栄養士が基準値を超えるような数値の要因となっている生活習慣を改善するための保健指

導を行っております。また、市では独自事業として、特定健診の２次検査を実施しており

ます。これは特定健診を受けた方の中から選定基準に基づいて毎年新たな対象者を抽出し、

医療機関で２次検査を受けていただくものです。市は、２次検査の結果を説明しまして、

早い段階から生活習慣病改善への動機づけや実践について支援をし、糖尿病、心筋梗塞、

脳梗塞、腎機能障害、人工透析などの発症を予防する取組を行っております。御質問を頂

いております糖尿病性足病変、これは糖尿病の三大合併症と言われる末梢神経障害、網膜
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症、腎障害の一つである末梢神経障害であり、糖尿病と診断されてからおおむね10年から

20年の期間を経過し、発症に至るというふうに言われております。 

 一方で、現在は糖尿病と診断をされましても、医療の管理下で血糖値を良好に保つこと

で合併症を予防することができるというふうに言われております。市としては特定健診の

実施勧奨に努めまして、糖尿病などの生活習慣病の発症予防、それから予備軍への早期介

入を行っていきたいというふうに考えております。 

 朝倉市の国保加入者の特定健診につきましては、今年度から継続受診の場合は自己負担

1,000円を無料化というふうにしております。治療中の方についても、合併症を予防する

ため、特定健診の継続受診の勧奨に努めていきたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございました。朝倉市は朝倉市でしっかり頑張

っていただいているのがよく分かりましたので、よろしくお願いいたします。 

 それから、マイナンバーカードについて現在の交付の進捗状況を聞きたいと思います。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  令和４年１月31日時点での朝倉市の交付済み状況は、１万

6,049件、交付率は30.77％で、約３人に１人の交付状況となっております。以上です。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  30.77％というのが多いのか少ないのか、私は今判断できません

けれども、市民の皆さんから見たメリットが見えにくく、あってもなくてもあまり関係な

いと思われていることも30.77％の原因かもしれません。今後何かこうどうやって普及を

図っていかれるのかを教えてください。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  国の補正予算に伴い最大２万円のマイナポイントが取得でき

るマイナポイント第２弾事業に大きな効果を期待しております。また、市としましても、

これまでも広報紙での啓発等の記事掲載、店舗でのカードの申請案内及びポイント取得の

支援、成人式でのカードに関するチラシ等の配付、令和２年７月より月に１回、休日の午

前中にカード申請受付のための本庁の開庁などを実施しておりましたが、写真撮影が難し

いとか、申請手続が面倒だという声に対応するために、新たに令和４年の１月より出張申

請サポートを始めております。これは原則10人以上の事業者や団体等で申し込んでいただ

ければ市職員が出張しまして申請を受け付けるもので、現在既に地域コミュニティなどの

３団体に申込みを頂いている状況でございます。同様に、２月の16日より３月の14日まで

確定申告会場におきまして、これはピーポートの第３学習室ですが、そこでも出張申請サ

ポートを実施しまして普及率の向上を目指しているところでございます。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 
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○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございます。私も先日、金川コミュニティでこ

の出張サービスを受けたものでございます。本当にありがとうございます。ああいうのが

あると本当にまとまって皆さんが受ける機会が増えますので、ぜひとも促進していただき

たいと思っております。 

 これ今、30.77％ということで言われましたけれども、大体いつぐらいまでに何％行こ

うというような市の考えはございますか。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  今現在、全国が41.72％となっております。なるべく早く全

国を上回れるようにはなりたいと考えております。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  ではぜひとも明確な目標を持ってお願いをしたいと思っておりま

す。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 選挙投票率のアップ対策につきまして、質問をさせていただきます。 

 最近の選挙の投票率の現状を教えてください。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  朝倉市の投票率の状況についてお答えいたします。 

 直近に実施されました令和３年10月の衆議院議員選挙の投票率の状況は、平均で

51.96％で、年代別投票率では10代が39.3％、20代が29.57％、30代が38.2％など特に若い

世代の投票率が低い状況であります。選挙の種類や当日の天候にもよりますけれども、朝

倉市の投票率は県平均よりも数ポイント高い選挙が多い状況となっております。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  私は、去年行われました高校生の提言、朝倉未来図の中で朝倉高

校のチームが選挙の投票率アップのことを真剣に発表する姿に、10代の若い方がこんなに

朝倉のことを真剣に考えてくださっているととても感激をいたしました。また、こうした

若い方たちの思いに応えられる朝倉市でないといけないと、このように思いました。そこ

で質問でございますが、この若い方の提案をどのように考えておられますでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  昨年10月に開催しました朝倉市未来予想図、高校生の提言で

若者が活躍できる住みよい町をつくるため、若者の意見が反映されやすい地域環境を実現

するために若者を選挙に向かわせるシステムとしまして、朝倉市主体の選挙割の導入及び

高校生で行われてきた知識習得や模擬投票のパターン化からの脱却、主権者教育の工夫な

どの提案があっております。もちろん当日、発表会を拝聴させていただきましたが、高校

生が真剣に自分たちの地域の将来を考え、斬新なアイデアを提案する姿に実現が可能かど

うか、市としましても真剣に検討したいと思っているところでございます。 
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○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  この朝倉高校のチームが提案されました選挙割、これについては、

この実現は法律的にはどうでしょう、可能なんでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  総務部長。 

○総務部長（森山浩二君）  提案がありました選挙割とは、投票済み証明書を提示すると

割引やサービスが受けられるシステムのことで、例えばラーメン店など一部の企業が独自

に取り組んでいるものに証明書を提出すると、替え玉や卵の無料サービスが受けられると

いうものがあります。選挙割は、投票や政治参加への啓発につながる社会活動とも考えら

れておりますけれども、一方で選挙割が法的に可能かどうかにつきましては、公職選挙法

第221条の買収及び利害誘導罪に抵触するおそれがあり、過去の国会答弁でも述べられて

おりますが、総務省としましては積極的に推奨はしていない立場であります。物品等によ

って有権者を投票所へ誘導することという自体が公職選挙法の規定に抵触する懸念がある

という理由で、選挙の管理執行等の取組をする総務省や各選挙管理委員会が主体に推奨す

べきものではないと考えられております。このため現在では、一般社団法人選挙割協会が

中心となりまして、各地方の大学生などにも参画する選挙割学生実施委員会などが主催と

なり、企業や商店街などの社会貢献活動としても広がりを見せております。市としまして

は、先ほど申し上げた総務省の見解にもあった点に留意しながら、高校生の提言にある、

選挙に関心を持ってもらうという選挙割の趣旨に沿った動きを支援すべき観点から、どう

いう取組が可能か研究を続けていきたいと考えております。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございます。地方自治体が率先して中心となっ

てやるのはちょっと法に触れるかもしれないけれども、そういったその周りのラーメン屋

さんとか、そういうところが協力するようなことはいいのかもしれないということでよか

ったでしょうかね。ぜひともこの若い方が一生懸命言ってあるのはやっぱりどんな形か分

かりませんが、しっかり形にしてあげるというのがやっぱり大人の責任じゃないかなと私

は思っておりますので、ぜひとも前向きによろしくお願いしたいと思います。 

 では次の質問に移ります。 

 転入者に対する窓口対応につきましてでございます。 

 今、朝倉市は少子高齢化が進み、人口減少をいかに食い止め町を活性化させていくかと

いうことが大きな課題の一つだと思いますが、転入してこられる方に対しまして、ある一

定期間、見守りサービス的なことができないかと思います。といいますのは、県内または

県外の地から何らかの理由で転入をしてこられ、朝倉市にお住まいになるんですが、今ま

で住んでいたところといろいろと勝手が違うことがあり、悩むことや相談したいことがあ

ると思うんです。そんなときに一番頼りにしたいのは、一つは市役所の問い合わせ窓口だ

と思います。 
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 一つの事例でございますが、昨年、年末希望を持って朝倉市に５人の子どもさんを持つ

シングルマザーの方が転入してこられました。お話を聞きますと、朝倉市は自然が豊かで

食べ物がおいしく、人情も豊かで以前からこんな町に住めたら子どもたちも伸び伸びと育

ってくれてとてもいいだろうなと期待して来たそうであります。ですが、いろいろなこと

にストレスがたまりまして、残念ながら約４週間で元いた町に帰られた方がおられました。

私は、窓口対応に特別に間違ったことがあったということではなくて、普通に接していた

だいていたと思います。ただ、初めて朝倉市に来られる方はもともと地元にいる私たちよ

りも不安や勝手の違いがあり、言いたいことも言えず、頼れる人もいない方も中にはいら

っしゃるかもしれません。そこで、先ほど申し上げました転入者おもてなしサービス的な

ことを一定期間できないものでしょうか。これは何も人員を多く配置しろとか、お金をか

けて云々というより、おもてなしの心や笑顔で懇切丁寧に接していただく、分かりやすく

説明する。もちろん現在も職員の皆さんがすばらしい対応をしてくださっていることは承

知いたしております。例えば一定期間、３か月間ぐらいをめどに電話、またははがきとか

で「もう慣れられましたか」とか「何かお困りごとはありませんか」などのお声がけをす

るサービスをすることで愛着も生まれますし、早く慣れていただく。もしかするとその方

が朝倉のそんな優しさやよい点を知り合いにも話してくれ、よいＰＲ効果も出るかもしれ

ません。すぐにとはいかないでしょうが、どうぞ前向きに検討していただきたいと思いま

すが、この点はいかがでしょうか。 

○議長（半田雄三君）  市民環境部長。 

○市民環境部長（中山貴可君）  お答えいたします。 

 まず転入の状況につきましては、１年間の転入数は約1,200世帯、1,600人、月平均とい

たしましては、約100世帯、130人といった状況でございます。現在、転入転出者に対する

手続は、ワンストップサービスで対応いたしておりますが、これは転入転出者が年金、保

険、上下水などの各窓口を移動することなく１か所で手続できるというものでございます。

転出者につきましては、手続完了後に日常生活の不安を少しでも解消していただくために、

市内の案内図や住民健診、各種相談窓口、ごみ出しの日などのチラシが入った転入セット

をお渡しいたしております。御質問の転入者を一定期間見守っていけないかということに

つきましては、毎月100世帯が対象となるため、行政サービスの可能性、妥当性、必要性

など十分に検討していく必要があると考えます。現在は生活困窮世帯や高齢者独り住まい

世帯など、アフターフォローが必要な世帯につきましては、それぞれの担当部署できめ細

かく対応しているところでございます。今後とも、職員一人一人が転入者に対してより一

層おもてなしの心を持って接することにより、気持ちよく安心して日常生活を送っていた

だくよう努めていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  どうもありがとうございます。今おっしゃいましたように、今以
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上にお願いをしたいと思っております。せっかくおいでになられた方を、要は入り口導入

部分、そりが合わないといいますか、刀でいえば、刀本体とさやの合わせるときに少しだ

けどこかで突っかかっているからそれを微調整してあげるような、そういった期間を設け

ていただきたいと思っております。そうしますと本当にいい効果が出て相乗効果が生まれ、

朝倉ってすごいなってそんなふうな評判も立つんじゃないかなと思っております。これは

お願いしておりませんでしたが、市長、一言よかったらお願いしたいと思いますが。 

○議長（半田雄三君）  市長。 

○市長（林 裕二君）  少子高齢化が進む中、朝倉市としては、今議員がるるおっしゃっ

た問題、特に最後の問題だというふうに思いますけれども、大変参考になる御意見であっ

たというふうに思います。立場を変えて、例えば私が日本のほかの行ったことがないとこ

ろに住むことになったと、もしくは海外に住むことになったといったときにちょっとした

心遣い、声かけ、そういったことが初めに言った議員の質問の中では朝倉市の窓口という

ことだと思いますけれども、それに対していろんな手だては本市でもやっていますので、

必要なことは説明したんだというふうに思います。ただ、そのアフターフォローが大きな

効果を生み出すという趣旨だというふうに思います。確かに件数は多いけれども、工夫す

れば今議員がおっしゃったようなことができる可能性はあるというふうに思います。ぜひ

検討させていただいて、そういった不安を抱えたり、あるいは朝倉がいいからここに住み

たいといろんな方が来られるわけですから、しっかりと対応していきたいというふうに思

いましたので、ちょっと検討させていただきたいというふうに思います。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永議員。 

○２番（徳永秀俊君）  市長、どうもありがとうございました。今後とも明るいすばらし

い朝倉のために私も頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。以上で終わ

ります。 

○議長（半田雄三君）  ２番徳永秀俊議員の質問は終わりました。 

 暫時休憩いたします。11時５分に再開いたします。 

午前10時54分休憩 


